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はじめに

 無人航空機を飛行させる前に、所有している無人航空機の所有者情報、機体情報及び使
用者情報を航空局へ申請の上、航空局から発行された「登録記号」を無人航空機に表示
する必要があります。

 ドローン登録システムでは、所有している無人航空機の所有者情報、機体情報及び使用
者情報を航空局へ申請や、既に登録済みの機体情報などを変更すること、登録を削除
（抹消）することができます。

 このマニュアルには、ドローン登録システムの操作方法を記載していますので、必要な
手続きを行う場合にご覧ください。

 より理解を深めるためには、このマニュアルと併せてドローン登録システムに掲載して
いるよくある質問のページをご覧ください。

 ルールをしっかりと理解した上で、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるこ
とを心がけましょう。

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/question.html
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 ドローン登録システムの申請手続き中に60分以上操作を中断（何も操作しない状態）されます
と、手続きのやり直しが必要になります。これは、パソコンまたはスマートフォンから離れて
いる間に悪意を持った第三者に画面を見られ、個人情報が漏洩するリスクを下げるための保護
機能です。

 各フォームに入力すべき情報や、入力の方法が分からない場合、フォームの項目名の隣にある
マークにマウスのポインターを合わせて頂くことで、フォームに入力すべき情報や入力情報

の説明を表示できます。（スマートフォン利用の場合は、タップいただくことで表示されま
す。）

 ドローン登録システムに表示されている「所有者」とは、無人航空機の所有する者を指します。
ドローン登録システムに表示されている「使用者」とは、当該無人航空機の使用責任を有する
者を指します。多くの場合が所有者と使用者が同一になりますが、リース等により他者が無人
航空機を所有している場合、他者に手続きを実施していただく必要がございますので、ご留意
ください。

 ドローン情報基盤システム2.0（登録機能）では、ブラウザの「戻る」ボタンをご利用された
場合、画面の閲覧を正常に続けることができません。必ず画面に表示されているボタン（「戻
る」ボタン、「次へ」ボタンなど）をご利用ください。

 登録制度やその他の飛行のルール等は、国土交通省のホームページをご覧ください。

ドローン登録システムの利用に当たっての留意事項

※リンクを押すと外部サイトが開きます。

https://www.mlit.go.jp/koku/index.html
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アカウントの開設の流れ

アカウントの開設の開始

ドローン情報基盤システムの利用規約に同意する
アカウントを開設するページに進み、利用規約に同意します。

入力した情報を確認してアカウントを開設する

入力した情報に誤りが無い事を確認してアカウントを開設します。

アカウントの開設の完了

入力したメールアドレスにログインIDが通知されます。引き続き登録手続
き等の業務を行う場合はドローン情報基盤システムにログインします。

アカウントの開設に必要な情報を入力する
お名前や住所、連絡先等の必要な情報を入力します。

ドローン情報基盤システムを利用するた
めに必要なアカウントを開設します。

ドローン情報基盤システムを利用される方が「個人」の場合と
「企業・団体（法人）」の場合によって、入力する項目が異な
ります。

アカウント開設後の登録手続きを「個人」として行う場合は個
人のアカウントを、 「企業・団体（法人）」の場合は法人のア
カウントを開設してください。

なお、個人が申請手続きを行う際の本人確認の手段としてマイ
ナンバーカードがご利用頂けます。マイナンバーカードをご利
用頂くにはアカウントを開設する際にマイナンバーカードの情
報を読み取り、カードとドローン情報基盤システムを連携させ
ておく必要があります。

マイナンバーカードの券面情報を読み取る方法については「マ
イナンバーカードの券面情報を読み取る方法」のマニュアルを
ご確認ください。方法についてご確認頂けましたら、お手元に
マイナンバーカードをご準備のうえアカウントの開設にお進み
ください。

法人のアカウントを開設するには法人番号や代表者氏名の他に、
ドローン情報基盤システムを利用される担当者の方のお名前、
住所、部署名、電話番号、メールアドレス等が必要です。事前
にご準備をお願いいたします。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウントの開設に必要なもの

個人 法人

アカウントを開設
する方の情報

• 氏名
• 住所
• 生年月日
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所の所在地
• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• 担当者メールアドレス

その他

※本人確認の手段と
してマイナンバー
カードを使用される
場合

• マイナンバーカード
• マイナンバーカードのICチップ内の券面
情報を読み取るためのカードリーダー又
はスマートフォン

ー

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウントの開設【ドローン情報基盤システムの利用規約に同意する】

DIPS2.0トップページの「ログイン・アカウント作
成」ボタンを押します。

個人のアカウントを開設する場合は「個人の方の
アカウント開設」ボタンを、法人のアカウントを
開設する場合は「企業・団体の方のアカウント開
設」ボタンを押します。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル

DIPS2.0トップページからアカウントを開設するページに進みます。
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アカウントの開設【ドローン情報基盤システムの利用規約に同意する】

次に利用規約のページが開きます。アカウントを
開設するには利用規約への同意が必要です。利用
規約をご確認のうえ、同意する場合はチェック
ボックスにチェックを付けて「次へ進む（理解し
ました）」ボタンを押します。

~ ~

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウントの開設【アカウントの開設に必要な情報を入力する】

アカウント開設のページで必要事項を入力します。必要事項を全て入力したら、「確認」ボタン
を押し、確認ページに進みます。

【個人のアカウントを開設する場合】

申請手続きの本人確認でマイナンバーカードを利用する場合は、必ず「マイナンバーカー
ド情報連携」ボタンを押して、マイナンバーカードの券面情報の読み取りをしてください。

「マイナンバーカード情報連携」ボタンを押すとカードの読み取りに進むためのダイアロ
グが開きます。ダイアログの説明に従ってマイナンバーカードの券面情報の読み取りに進
んでください。

マイナンバーカードの券面情報を読み取る方法については「マイナンバーカードの券面情
報を読み取る方法」のマニュアルをご確認ください。

【法人のアカウントを開設する場合】

法人番号や代表者氏名のほかドローン情報基盤システムを担当する方の担当者名、担当者
住所、担当者部署名、担当者電話番号、担当者メールアドレスを入力します。必ず連絡の
とれるメールアドレス、電話番号を入力してください。

なお、パスワードは以下の条件にて設定をお願いします。また、推察されやすい氏名や生
年月日などの組み合わせはお控え下さい。

・英字（A～Z・a～z）、数字（0～9）、記号（ + - * / = . , : ; ' ` @ ! #
$ % ? & | ~ ^ ( ) [ ] { } < >_ ）を使用し、8文字以上32文字以下の
パスワードを入力してください。

~ ~

必要事項を全て入力したら、「確認」ボタンを押し、確
認ページに進みます。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウントの開設【入力した情報を確認してアカウントを開設する】

アカウントが開設されると、アカウント開設完了のページが開き、
設定したメールアドレスにログインIDが送付されます。パスワード
は通知されませんので、ご自身にて設定したパスワードを管理くだ
さい。

引き続き新規登録等の手続きを行うには、 DIPS2.0トップページから
ログイン頂く必要があります。

入力したアカウントの情報を確認し、間違いが無ければ「開設する」ボタンを押します。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル



アカウント情報の変更
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アカウント情報の変更

個人のアカウントを開設する際にマイナンバーカー
ドとの連携を行った方は、情報を変更する際にマイ
ナンバーカードをもう一度読み取る必要があります。

マイナンバーカードの券面情報を読み取る方法につ
いては「マイナンバーカードの券面情報を読み取る
方法」のマニュアルをご確認ください。方法につい
てご確認頂けましたら、お手元にマイナンバーカー
ドをご準備のうえアカウントの確認・変更にお進み
ください。

アカウント情報の変更開始

入力した情報を確認して変更を確定する

確認ページで変更内容を確認し、変更を確定します。

アカウント情報の変更完了

アカウント情報の変更が完了し、登録されているメールアドレスにメール
が通知されます。

アカウントの情報を変更する

アカウント情報を変更するページを開き、情報を変更します。

ドローン情報基盤システムにログインする

DIPS2.0トップページ右上のログインボタンからログインをします。

アカウントの情報を変更します。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウント情報の変更に必要なもの

個人 法人

変更するアカウン
トの情報

下記のアカウント情報の中で変更が必要なもの
• 氏名
• 住所
• 生年月日
• 電話番号
• メールアドレス

下記のアカウント情報の中で変更が必要なもの
• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所の所在地
• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• 担当者メールアドレス

その他 • マイナンバーカード
※本人確認の手段としてマイナンバーカードを使用される
場合

• マイナンバーカードのICチップ内の券面情報を
読み取るためのカードリーダー又はスマートフォ
ン

ー

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウント情報の変更【ドローン情報基盤システムにログインする】

DIPS2.0トップページの右上の「ログイン」ボタ
ンを選択し、ログインページに進みます。

ログインページで、アカウントを開設された際の
IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを
押します。

ログインに成功すると、 DIPS2.0トップページに
遷移するので、その後アカウント確認・変更にお
進みください。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウント情報の変更【アカウントの情報を変更する】

個人のアカウントでマイナンバーカードとの連携をしている場合は「マ
イナンバーカード情報連携」ボタンを押してマイナンバーカードの券面
情報の読み取りをしてください。

「マイナンバーカード情報連携」ボタンを押すとカードの読み取りに進
むためのダイアログが開きます。ダイアログの説明に従ってマイナン
バーカードの券面情報の読み取りに進んでください。

マイナンバーカードの券面情報を読み取る方法については「マイナン
バーカードの券面情報を読み取る方法」のマニュアルをご確認ください。

アカウント名のボタンを押して「アカウントの確認・変
更」を選択します。アカウント情報を変更するページが
開きます。

アカウントの情報を変更したら「確認」ボタンを押しま
す。変更内容を確認するページに進みます。

~ ~

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル

※アカウント情報の確認・変更は、DIPS2.0トップページからのみご利
用可能です。
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アカウント情報の変更【入力情報を確認してアカウントを変更する】

アカウントの変更内容を確認し、誤りがなければ「変
更する」ボタンを押します。

以上でアカウントの変更は完了です。

登録されているメールアドレスにアカウント変更の通
知が送られます。

なお、メールアドレスを変更した場合は、変更前の
メールアドレスと変更後のメールアドレスの両方にア
カウント変更の通知が送られます。

~ ~

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル



本人確認の方法
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本人確認の方法について

代理人の方が申請手続きをされる場合は、自身が個人のアカウントか法人のアカウントかによらず、
本人確認の方法として「本人確認書類の郵送」のみご利用頂けます。

本人確認方法 操作方法 手数料

本人確認書類の
郵送

本人確認を書類の郵送で行います。申請後に届くメールをご確認のうえ本人
確認書類を郵送で提出してください。

※本人確認書類を郵送されていない場合や提出に必要な書類が揃っていない場合は、その
後の手続きを進めることができません。
※本人確認書類の内容及び郵送先については、こちらをご確認ください。

1台目：1,450円
2台目以降：
1,050円

※リンクを押すと外部サイトが開きます。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001427320.pdf


書類郵送による本人確認の
流れ
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書類郵送による本人確認の流れ

①説明文下部の「必ずこちらをご確
認ください。」をクリック

②本人確認書類の郵送方法を確認したら、
元の画面に戻って「次へ進む」をクリック

※このPDFファイルは、よくある質問の
「本人確認書類とはどのような書類でしょ
うか？」の項目からも参照出来ます。

③引き続き申請操作を継続し、受付
完了メールを受信しましたら、PDF
ファイル記載の内容に沿って本人確
認書類の郵送をお願いいたします。

〒000-0000 東京都＊＊＊＊＊ ＊－＊＊－＊ ＊＊＊＊＊ビル 6階

株式会社 ＊＊＊＊＊



機体の新規登録
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新規登録

代理人が新規登録を行うには、所有者から代理人として
依頼を受け、新規登録手続きに必要なパスワードと委任
状を所有者から受け取る必要があります。

新規登録申請開始

代理申請のパスワードを入力する

機体の所有者から受け取った代理申請のパスワードで認証を行います。

新規登録申請完了

航空局で申請内容の確認が行われ、確認が終了すると、手数料納付番号と
納付用URLがアカウントに登録されたメールアドレスに通知されます。

新規登録に進む

メインメニューで「新規登録」のボタンを選択します。

使用者情報を入力する

機体の使用者の情報を入力します。

機体情報を入力する

登録する機体およびリモートID機器等の情報を入力します。

所有者情報を入力する

機体の所有者の情報を入力します。

所有者・機体・使用者情報を確認する

入力した情報を確認して申請を行います。

※リンクを押すと外部サイトが開きます。

機体を新規にドローン登録システムへ登録します。

新規登録では機体の所有者情報、機体情報（型式名称や製造番号
等）、リモートID機器等の情報、及び機体の使用者の情報が必要
です。登録が必要な項目をマニュアルでご確認のうえ情報を手元
にご準備ください

新規登録には手数料が必要です。納付の方法と手数料の金額につ
いてはこちらをご覧ください。

オンライン申請では、所有者が同じ機体を20台まで同時に申請す
ることができます。

到達確認をする
所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを
開いて到達確認を行います。

https://www.mlit.go.jp/koku/index.html


ドローン登録システム 操作マニュアル

機体の新規登録に必要なもの

個人 法人

所有者の情報 • 氏名
• 住所
• 生年月日
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所の所

在地

• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• メールアドレス

機体の情報
• 製造者名
• 型式名
• 機体の種類
• 製造番号
• リモートID有無

【改造した機体や自作した機体の場合は下記の情報も必要で
す】
• 機体重量
• 最大離陸重量
• 機体寸法
• 改造の概要 ※改造した機体の場合
• 機体の画像（全体/上面、前面、側面、操縦装置）

【リモートIDが外付型の場合は下記の情報も必要です】

• リモートID機器製造者名

• リモートID機器形式

• リモートID機器製造番号

使用者の情報 • 氏名
• 住所
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主た

る事務所の所
在地

• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• メールアドレス

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント
• 委任状
• 代理人申請のためのパスワード
• 本人確認書類

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【新規登録に進む】

メインメニューのページで、「代理人が手続
きする場合はこちら」の見出しの中にある
「新規登録」のボタンを押します。

パスワードを入力するページが開きます。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【代理申請のパスワードを入力する】

代理人が新規登録をするために必要なパスワー
ドを入力します。

パスワードは機体の所有者が代理人を設定した
際に発行されます。パスワードを受け取ってい
ない代理人の方は機体の所有者にお問い合わせ
ください。

パスワードが認証されると所有者情報を入力す
る画面が開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【所有者情報を入力する】

新規登録する機体の所有者情報を入力します。

代理人が手続きをする場合は委任状のアップ
ロードが必要です。

入力が完了したら「機体情報の入力」ボタンを
押してください。機体情報の入力画面が開きま
す。

1234@xxx.com



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【機体情報を入力する】

登録する機体の情報を入力します。

~ ~

機体のタイプによって必要な入力情報が異なります。
メーカーの機体又はメーカーの機体を改造した機体を
登録する場合は「メーカーの機体・改造した機体」の
ボタンを選択、自作した機体の場合は「自作した機
体・その他」のボタンを選択し、表示された項目に全
て情報を入力してください。

無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登
録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信する
リモートID機能を機体に備えなければなりません。

リモートID機器等に関する登録情報を変更するには、
変更申請を行ってください。

一度に20台まで同時に機体を登録することができます。
複数の機体を登録する場合は「他の機体情報を続けて
入力」ボタンを押します。入力フォームが切り替わり
別の機体の情報を入力できるようになります。

入力が完了したら「使用者情報の入力」ボタンを選択
します。使用者情報の入力画面が開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【使用者情報を入力する】

機体の使用者の情報を入力します。

所有者と使用者が同一人物の場合は「所有者と使
用者は、同一人物ですか？」の質問で「はい」ボ
タンを選択してください。
所有者と使用者が異なる場合は「所有者と使用者
は、同一人物ですか？」の質問で「いいえ」ボタ
ンを選択し、使用者の情報を入力してください。

機体情報の入力のページで複数の機体の情報を入
力した場合は機体ごとに使用者情報を入力する必
要があります。1つの機体の使用者情報を入力後、
「他の機体の使用者情報を入力」ボタンを押し、
登録する全ての機体の使用者情報を入力してくだ
さい。

入力が完了したら「入力した情報の確認」ボタン
を押します。

所有者・機体・使用者情報の確認画面が開きます。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【所有者・機体・使用者情報を確認する】

入力した所有者情報・機体情報・使用者情報を確
認し、登録申請を行います。入力内容に誤りがあ
る場合は各情報下部にある「修正」ボタンを押下
し訂正してください。

入力内容に問題がなければ「登録申請」ボタンを
押します。

所有者として登録した方のメールアドレスと電話
番号に確認用メールとショートメッセージが送信
される旨のダイアログが表示されるので、問題が
無ければ「OK」ボタンを押します。

所有者として登録した方のメールアドレスに到達
確認のメールが送付されますので、代理人の方は
すぐに機体の所有者へ到達確認を依頼してくださ
い。

※ショートメッセージには到達確認URLは送付されません。メー
ルをご確認頂き、認証を行ってください。

※再申請の場合はショートメッセージは送信されません。

1234@xxx.com

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

所有者として登録された方の電話番号がショー

トメッセージを受信できる端末の場合、到達確

認の手順についてのショートメッセージも併せ

て送付いたします。

※到達確認はSMSでは行えません。

※SMSの発信元は「DIPS-REG」です。



ドローン登録システム 操作マニュアル

新規登録【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

機体の所有者の方は到達確認のメールを開きメール
の宛先と申請内容を確認します。宛先が所有者本人
であり申請内容に問題が無い場合は到達確認用の
URLを押してメールアドレスの認証を完了させます。

到達確認が完了した旨を代理人へ連絡します。

所有者が到達確認を完了すると、代理人の方へメー
ル通知が届きます。代理人の方はメール通知を確認
のうえ、所有者の本人確認書類を郵送します。本人
確認書類の内容及び郵送先は国土交通省のホーム
ページをご確認ください。

本人確認書類の郵送が完了すると申請内容の確認が
行われ、確認が終了すると、手数料が記載された
メールが所有者および代理人（アカウント）のメー
ルアドレスに通知されます。また、納付番号等通知
書が所有者宛てに郵送されますので、手数料の納付
を所有者に依頼してください。

申請状況は申請状況一覧のページで確認できます。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇

△△

□□

××

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇 〇〇 △△ △△

△△ △△

https://www.mlit.go.jp/koku/index.html
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
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申請状況の確認・取消・取下げ



ドローン登録システム 操作マニュアル

申請状況の確認・取消・取下げ

申請状況及び申請内容の確認、申請の
取消及び取下げを行います。

申請状況の確認・取消・取下げの開始

申請状況と内容を確認する
申請した手続きが一覧で表示されます。
申請内容を確認するには「詳細」ボタンを押します。

申請状況の確認・取消・取下げ完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

申請中の手続きの一覧を開く

メインメニューで「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタンを押します。

申請の取消・取下げをする
申請中の手続きに応じて「取消」ボタン又は「取下げ」ボタンを押して手
続きを取消・取下げします。



ドローン登録システム 操作マニュアル

申請状況の確認・取消・取下げに必要なもの

個人 法人

必要なもの • ドローン情報基盤システムのアカウント

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

申請状況の確認・取消・取下げ【申請中の手続きの一覧を開く】

「代理人が手続きする場合はこちら」の枠の中
にある「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタン
を選択します。

申請状況の一覧画面が開きます。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

申請状況の確認・取消・取下げ【申請状況と内容を確認する】

これまでの申請内容が一覧として表示されます。
申請状況を確認頂けます。

また、申請受付番号・登録記号による申請の部
分一致検索が可能です。

申請内容を確認するには「詳細」ボタンを選択
します。申請状況詳細のページが開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体の譲渡に関わる申請を取消す場合は、申請
一覧のページで「取消」ボタンを押します。

その他、新規登録などの申請を取下げる場合は、
申請一覧のページで「取下げ」ボタンを押しま
す。

申請状況詳細のページが開くので、「取消」又
は「取下げ」をする申請内容を確認のうえ、問
題が無ければ「取消」又は「取り下げ」のボタ
ンを押します。

手続き完了のページが表示され、申請者のアカ
ウントのメールアドレスに申請内容のメールが
送付されます。

~ ~
~ ~

~ ~

申請状況の確認・取消・取下げ【申請の取消・取下げをする】



再申請



ドローン登録システム 操作マニュアル

申請の取下げを行った場合、
又は申請内容の確認で不備が見つかり修正
が必要になった場合に再申請を行います。

再申請の開始

再申請する申請手続きを選ぶ

申請中の一覧の中から再申請する申請手続きを選びます。

再申請の完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

申請した手続きの一覧を開く
メインメニューで「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタンを選択します。

申請内容を確認・修正する

所有者・機体・使用者情報の確認のページで申請内容を確認・修正します。

再申請する

申請内容に誤りが無ければ再申請を実行します。

到達確認をする
所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを開いて到達
確認を行います。

代理人が再申請を行う場合は、再申請を実行した後に
所有者によるメール到達確認が必要です。再申請は所
有者によるメール到達確認が完了した後に完了となり
ます。

再申請



ドローン登録システム 操作マニュアル

再申請に必要なもの

個人 法人

必要なもの • ドローン情報基盤システムのアカウント

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

再申請【申請した手続きの一覧を開く】

「代理人が手続きする場合はこちら」の枠の中
にある「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタン
を選択します。

申請状況の一覧画面が開きます。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

再申請【再申請する申請手続きを選ぶ】

申請状況の一覧で「再申請」ボタンを押します。

所有者・機体・使用者情報の確認のページが開
きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

再申請【申請内容を確認・修正する】

所有者・機体・使用者情報の確認のページで、
申請内容を確認します。

修正が必要な場合は所有者・機体・使用者情報
の下にある修正ボタンを押して、修正用の
フォームを開きます。

各フォームで修正を加えたら、フォームの下部
にある「訂正完了」ボタンを押します。

所有者・機体・使用者情報の確認のページに戻
ります。

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

再申請【再申請する】

所有者・機体・使用者情報の確認ページで「再
申請」のボタンを押します。

所有者として登録する方のメールアドレスへ到
達確認メールが送られます。代理人は所有者へ
到達確認を依頼してください。

到達確認が完了すると手続き完了となります。

再申請



ドローン登録システム 操作マニュアル

再申請【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

機体の所有者は到達確認のメールを開きメール
の宛先を確認します。宛先が所有者本人であり
申請手続きを進めている場合は到達確認用の
URLを押してメールアドレスの認証を完了させ
ます。

機体の所有者が到達確認を完了すると届出内容
の確認が行われます。届出内容に不備がある場
合はアカウントに登録されているメールアドレ
スに通知させて頂くことがあります。

手続きの状況は申請状況一覧のページで確認で
きます。

機体の削除（抹消）が完了すると申請者のアカ
ウントに登録されているメールアドレスに完了
のメール通知が送られます。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇

△△

□□

××

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇 〇〇 △△ △△

△△ △△

〇〇申請(再申請)がありました。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
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所有者情報の確認・変更



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更

所有者情報を確認・変更します。

所有者情報の確認・変更の開始

所有者情報を確認する

所有機体の一覧及び詳細ページで情報を確認します。

所有者情報の確認・変更の完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

所有機体の一覧を開く

メインメニュー画面で「所有者情報の確認/変更」ボタンを選択します。

所有者情報を変更する機体を選択する

所有者情報を変更する機体を選択して変更の手続きに進みます。

所有者情報を変更する

所有者情報を変更します。

変更内容を確認して変更届出をする

変更内容を確認して誤りが無ければ変更届出をします。

到達確認をする
所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを開いて到達
確認を行います。

こちらの手続きでは手続きの途中で本人確認
が必要です。本人確認の方法については本人
確認の方法のマニュアルをご確認ください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更に必要なもの

個人 法人

変更後の所有者の
情報

• 氏名
• 住所
• 生年月日
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所の所

在地

• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• メールアドレス

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント
• 本人確認書類
• 委任状

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更【所有機体の一覧を開く】

「代理人が手続きする場合はこちら」の枠の中
にある「所有者情報の確認/変更」ボタンを選択
します。

所有機体の一覧画面が開きます。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更【所有者情報を確認する】

所有機体が一覧で表示されます。

また、登録記号・型式・所有者氏名・電話番
号・メールアドレスによる機体の部分一致検索
が可能です。

所有者に関する詳細情報を確認する場合は「詳
細」ボタンを選択して、詳細画面を開きます。

所有者情報の確認は以上です。

引き続き、所有者情報を変更するには以降の手
順に進んでください。

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更【所有者情報を変更する機体を選択する】

所有機体の一覧で、所有者情報を変更したい機体に
チェックを付けます。複数の機体を選択することがで
きます。

機体を選択したら「所有者情報の変更」ボタンを押し
ます。

所有者が異なる機体を複数選択して申請することはで
きません。

また、所有者情報（電話番号・メールアドレスなど）
が異なる機体を複数選択していた場合はダイアログが
表示されます。ダイアログ表示された内容を確認し、
「OK」「キャンセル」を押してください。

この機能は同一の所有者の機体において新旧の情報が
混在するのを避けるための機能です。

選択した機体が一覧で表示されるので、確認のうえ
「変更する所有者情報の入力」ボタンを押します。

所有者情報の変更フォームが開きます。

~ ~
~ ~

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更【所有者情報を変更する】

所有者の氏名や住所を変更する場合は本人確認が必要
です（氏名又は住所以外を変更する場合は本人確認不
要です）。

代理人の方が手続される場合は「その他の本人確認書
類（書類の郵送）」のみご利用可能です。本人確認の
手順については本人確認の方法のマニュアルもご確認
ください。

変更後の情報を入力します。情報の入力が終わったら
「確認」ボタンを押します。

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更【変更内容を確認して変更届出をする】

入力した情報を確認し、所有者情報変更の届出をします。修正が必要
な場合は「戻る」ボタンを押すと入力ページに戻って修正が可能です。

同時に機体情報や使用者情報も変更する場合は「機体の修正」、「使
用者の修正」ボタンを押すと修正フォームが開き、修正ができます。

入力した情報に問題がなければ「変更申請」ボタンを押します。

所有者として登録した方のメールアドレスと電話番号に確認用メール
とショートメッセージが送信される旨のダイアログが表示されるので、
問題が無ければ「OK」ボタンを押します。

所有者として登録した方のメールアドレスに到達確認のメールが送付
されますので、代理人の方はすぐに機体の所有者へ到達確認を依頼し
てください。

※ショートメッセージには到達確認URLは送付されません。メールを
ご確認頂き、認証を行ってください。

※再申請の場合はショートメッセージは送信されません。



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更【到達確認をする※この操作は機体の所有者が行います】

所有者として登録された方の電話番号がショー

トメッセージを受信できる端末の場合、到達確

認の手順についてのショートメッセージも併せ

て送付いたします。

※到達確認はSMSでは行えません。

※SMSの発信元は「DIPS-REG」です。



ドローン登録システム 操作マニュアル

所有者情報の確認・変更【到達確認をする※この操作は機体の所有者が行います】

機体の所有者の方は、到達確認のメールを開きメール
の宛先を確認します。宛先が所有者本人であり届出の
手続きを進めている場合は到達確認用のURLを押して
メールアドレスの認証を完了させます。

機体の所有者が到達確認を完了すると、代理人の方へ
メール通知が届きます。代理人の方はメール通知を確
認のうえ、所有者の本人確認書類を郵送します。本人
確認書類の内容及び郵送先は国土交通省のホームペー
ジをご確認ください。

本人確認書類を郵送頂くと届出内容の確認が行われま
す。届出内容に不備がある場合はアカウントに登録さ
れているメールアドレスに通知させて頂くことがあり
ます。

手続きの状況は申請状況一覧のページで確認できます。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇

△△

□□

××

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇 〇〇 △△ △△

△△ △△

〇〇申請(再申請)がありました。

https://www.mlit.go.jp/koku/index.html
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********


機体と使用者情報の確認・変更



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更

機体情報の確認/変更の開始

所有機体を確認する

所有機体の一覧及び詳細ページで情報を確認します。

機体情報の確認/変更の完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

所有機体の一覧を開く
メインメニュー画面で「機体情報・使用者情報の確認/変更」ボタンを選択
します。

機体・使用者情報を変更する機体を選択する

機体・使用者情報を変更する機体を選択して変更の手続きに進みます。

使用者情報を変更する

使用者の情報を変更します。

変更内容を確認して変更届出をする

変更内容を確認して誤りが無ければ変更届出をします。

機体情報を変更する

機体やリモートID機器等の情報を変更します。

機体と使用者の情報を確認・変更します。

到達確認をする
所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを開いて到達
確認を行います。



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更に必要なもの

個人 法人

変更後の機体の情
報 • 製造者名

• 型式名
• 機体の種類
• 製造番号
• リモートID有無

【改造した機体や自作した機体の場合は下記の情報も必要です】
• 機体重量
• 最大離陸重量
• 機体寸法
• 改造の概要 ※改造した機体の場合
• 機体の画像（全体/上面、前面、側面、操縦装置）

【リモートIDが外付型の場合は下記の情報も必要です】
• リモートID機器製造者名
• リモートID機器形式
• リモートID機器製造番号

変更後の使用者の
情報

• 氏名
• 住所
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所

の所在地

• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• メールアドレス

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更【所有機体の一覧を開く】

「代理人が手続きする場合はこちら」の枠の中
にある「機体情報・使用者情報の確認/変更」ボ
タンを選択します。

所有機体の一覧画面が開きます。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更【所有機体を確認する】

所有機体が一覧で表示されます。

また、登録記号・製造者・型式・所有者氏名・
使用者氏名による機体の部分一致検索が可能で
す。

機体・使用者に関する詳細情報を確認したい場
合は「詳細」ボタンを選択して、詳細画面を開
きます。

機体・使用者情報の確認は以上です。

引き続き、機体情報を変更するには以降の手順
を続けます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更【機体・使用者情報を変更する機体を選択する】

所有機体の一覧で、機体・使用者情報を変更したい機
体にチェックを付けます。複数の機体を選択すること
ができます。

機体を選択したら「機体・使用者情報の変更」ボタン
を押します。

所有者が異なる機体を複数選択して申請することはで
きません。

また、所有者情報（電話番号・メールアドレスなど）
が異なる機体を複数選択していた場合はダイアログが
表示されます。ダイアログ表示された内容を確認し、
「OK」「キャンセル」を押してください。

この機能は同一の所有者の機体において新旧の情報が
混在するのを避けるための機能です。

選択した機体が一覧で表示されるので、確認のうえ
「変更する機体・使用者情報の入力」ボタンを押しま
す。

機体・使用者情報の変更フォームが開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更【機体情報を変更する】

見出しを押すとフォームが開きます

機体情報に変更がある場合は「機体情報に変更はあり
ますか？」の問いに対して「はい」を選択し、変更後
の機体情報を入力します。

製造区分、製造者名、型式名、機体の種類、製造番号
を変更することはできません。これらの変更が必要な
場合は新しい機体として新規登録をしてください。

無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登
録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信する
リモートID機能を機体に備えなければなりません。
リモートID機器等を新たに搭載、変更した場合は、変
更申請を行ってください。

複数の機体を選択した場合は使用者情報の確認・変更
後に「他の機体・使用者情報を入力」ボタンを押して
機体を切り替えてください。

選択した機体全ての確認・変更が完了したら「確認」
ボタンを選択します。

確認画面が開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更【使用者情報を変更する】

所有者と使用者が同じである場合は「所有者と
使用者は、同一人物ですか？」の問いに対して
「はい」を選択してください。

所有者と使用者が別の場合は、変更後の使用者
の情報を入力してください。

複数の機体を選択した場合は、機体情報の確
認・変更後に「他の機体・使用者情報を入力」
ボタンを選択して、機体を切り替えます。

選択した機体全ての確認・変更が完了したら
「確認」ボタンを選択します。

確認画面が開きます。

見出しを押すとフォームが開きます



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更【変更内容を確認して変更届出をする】

入力した情報を確認し、機体・使用者情報変更の届出をします。修正が必
要な場合は「戻る」ボタンを押すと入力ページに戻って修正が可能です。

同時に所有者情報を変更する場合は「所有者の修正」ボタンを押すと修正
フォームが開き修正ができます。方法については所有者情報の確認・変更
のマニュアルをご覧ください。

入力した情報に問題がなければ「変更申請」ボタンを押します。

機体と使用者情報の変更のために所有者情報が異ってなる機体を複数選択
していた場合、選択した機体の中で所有者情報の最終更新日が最も新しい
機体の所有者情報に統一される旨のダイアログが表示されます。改めて確
認、変更が必要な場合は「キャンセル」ボタンを押してダイアログを閉じ、
所有者情報の確認を行ってください。

届出内容に不備が無ければ、所有者として登録した方のメールアドレスと
電話番号に確認用メールとショートメッセージが送信される旨のダイアロ
グが表示されます。問題が無ければ「OK」ボタンを押します。

所有者として登録されている方のメールアドレスに到達確認のメールが送
付されますので、代理人の方はすぐに機体の所有者へ到達確認を依頼して
ください。

※ショートメッセージには到達確認URLは送付されません。メールをご確
認頂き、認証を行ってください。

※再申請の場合はショートメッセージは送信されません。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更
【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

所有者として登録された方の電話番号がショー

トメッセージを受信できる端末の場合、到達確

認の手順についてのショートメッセージも併せ

て送付いたします。

※到達確認はSMSでは行えません。

※SMSの発信元は「DIPS-REG」です。



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更
【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

機体の所有者は到達確認のメールを開きメールの宛先
を確認します。宛先が所有者本人であり届出の手続き
を進めている場合は到達確認用のURLを押してメール
アドレスの認証を完了させます。

機体の所有者が到達確認を完了すると、代理人の方へ
メール通知が届きます。

機体の所有者の情報も変更した場合は本人確認書類の
郵送が必要です。代理人の方はメール通知を確認のう
え、所有者の本人確認書類を郵送します。本人確認書
類の内容及び郵送先は国土交通省のホームページをご
確認ください。

到達確認及び本人確認書類の送付（所有者の情報を変
更した場合のみ）が完了すると、届出内容の確認が行
われます。届出内容に不備がある場合はアカウントに
登録されているメールアドレスに通知させて頂くこと
があります。

手続きの状況は申請状況一覧のページで確認できます。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇

△△

□□

××

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇 〇〇 △△ △△

△△ △△

〇〇申請がありました。

https://www.mlit.go.jp/koku/index.html
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********


有効期間の更新



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新

有効期間の更新の開始

有効期間を更新する機体を選択する

所有機体の一覧で有効期間を更新する機体を選択します。

有効期間の更新の完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

登録情報を確認して更新申請する

機体の所有者・機体・使用者情報を確認して更新申請を行います。

所有機体の一覧を開く

メインメニューで「有効期間の更新」ボタンを選択します。

本人確認を行う

本人確認方法を選択し、本人確認を行います。

機体の所有者情報を入力する

機体の所有者情報を入力して確認画面へ進みます。

こちらの手続きでは手続きの途中で本人確認
が必要です。また、手続きのための手数料が
必要です。手数料は本人確認の方法により異
なります。本人確認の方法及び手数料につい
ては本人確認の方法のマニュアルをご確認く
ださい。

更新と合わせて所有者情報、機体情報、使用
者情報の変更手続きをすることができます。

到達確認をする
所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを開いて到
達確認を行います。

登録記号発行済みの機体について、有効期間の更新を行います。



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新に必要なもの

個人 法人

所有者の情報
※変更がある場合

• 氏名
• 住所
• 生年月日
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所の

所在地

• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• メールアドレス

機体の情報
※変更がある場合 • 製造者名

• 型式名
• 機体の種類
• 製造番号
• リモートID有無

【改造した機体や自作した機体の場合は下記の情報も必要
です】
• 機体重量
• 最大離陸重量
• 機体寸法
• 改造の概要 ※改造した機体の場合
• 機体の画像（全体/上面、前面、側面、操縦装置）

【リモートIDが外付型の場合は下記の情
報も必要です】

• リモートID機器製造者名

• リモートID機器形式

• リモートID機器製造番号

使用者の情報
※変更がある場合

• 氏名
• 住所
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所の所

在地

• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• メールアドレス

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント
• 本人確認書類
• 委任状

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新【所有機体の一覧を開く】

「代理人が手続きする場合はこちら」の枠の中
にある「有効期間の更新」ボタンを押します。

登録されている所有機体の一覧が表示されます。

また、登録記号・製造者・型式・所有者氏名・
使用者氏名による機体の部分一致検索が可能で
す。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新【有効期間を更新する機体を選択する】

登録されている所有機体の一覧の中から、有効
期間を更新する機体を全て選択します。

所有機体の詳細情報を確認したい場合は「詳
細」ボタンを押すと詳細ページが開きます。

更新する機体を全て選択したら「有効期間の更
新」ボタンを押します。

選択した機体の確認ページが開きます。内容を
確認して問題が無ければ「本人確認」ボタンを
押します。

本人確認のページが開きます。

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新【本人確認を行う】

本人確認方法を選択して本人確認を行います。
代理人の方が手続される場合は「その他の本人
確認書類（書類の郵送）」のみご利用可能です。
本人確認の手順については本人確認の方法のマ
ニュアルもご確認ください。

「次へ進む」ボタンを押すと、所有者情報を入
力するページが開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新【機体の所有者情報を入力する】

機体の所有者情報を入力します。

法人のアカウントで登録する場合は、法人番号
や代表者氏名のほか、ドローン登録を担当する
方の担当者名、担当者住所、担当者部署名、担
当者電話番号、担当者メールアドレスが必要で
す。

入力が完了したら「確認画面へ」ボタンを選択
します。

所有者・機体・使用者情報を確認するページが
開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新【登録情報を確認して更新申請する】

所有者・機体・使用者情報をそれぞれ確認します。修
正・変更がある場合は、各項目の修正ボタン押して修正
フォームを開き、修正・変更を行います。

無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録
記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリ
モートID機能を機体に備えなければなりません。
リモートID機器等を新たに搭載、変更した場合は、変更
申請を行ってください。

登録情報が正しければ「更新申請」ボタンを押します。

所有者として登録した方のメールアドレスと電話番号に
確認用メールとショートメッセージが送信される旨のダ
イアログが表示されるので、問題が無ければ「OK」ボタ
ンを押します。

所有者として登録した方のメールアドレスに到達確認の
メールが送付されますので、代理人の方はすぐに機体の
所有者へ到達確認を依頼してください。

※ショートメッセージには到達確認URLは送付されません。メー
ルをご確認頂き、認証を行ってください。

※再申請の場合はショートメッセージは送信されません。



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

所有者として登録された方の電話番号がショー

トメッセージを受信できる端末の場合、到達確

認の手順についてのショートメッセージも併せ

て送付いたします。

※到達確認はSMSでは行えません。

※SMSの発信元は「DIPS-REG」です。



ドローン登録システム 操作マニュアル

有効期間の更新【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

機体の所有者は到達確認のメールを開きメールの宛
先を確認します。宛先が所有者本人であり申請手続
きを進めている場合は到達確認用のURLを押して
メールアドレスの認証を完了させます。

機体の所有者が到達確認を完了すると、代理人の方
へメール通知が届きます。代理人の方はメール通知
を確認のうえ、所有者の本人確認書類を郵送します。
本人確認書類の内容及び郵送先は国土交通省のホー
ムページをご確認ください。

本人確認書類を郵送頂くと届出内容の確認が行われ
ます。届出内容に不備がある場合はアカウントに登
録されているメールアドレスに通知させて頂くこと
があります。

手続きの状況は申請状況一覧のページで確認できま
す。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇

△△

□□

××

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇 〇〇 △△ △△

△△ △△

〇〇申請がありました。

https://www.mlit.go.jp/koku/index.html
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
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登録機体の削除



ドローン登録システム 操作マニュアル

登録機体の削除

登録記号発行済みの機体について、
登録の削除（抹消）を行います。

登録機体の削除の開始

登録を削除（抹消）する機体を選択する

機体の一覧で登録を削除（抹消）する機体を選択します。

登録機体の削除の完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

登録を削除（抹消）する理由を入力する

選択した機体ごとに削除（抹消）する理由を入力します。

内容を確認して登録を削除（抹消）する

申請内容を確認のうえ、登録の削除（抹消）を行います。

所有機体の一覧を開く

メインメニューで「登録機体の削除」ボタンを押します。

到達確認をする
所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを開いて到達
確認を行います。



ドローン登録システム 操作マニュアル

登録機体の削除に必要なもの

個人 法人

機体の情報 • 削除理由

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント
• 委任状

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

登録機体の削除【所有機体の一覧を開く】

「代理人が手続きする場合はこちら」の枠の中
にある「登録機体の削除」ボタンを押します。

登録されている所有機体の一覧が表示されます。

また、登録記号・製造者・型式・所有者氏名・
使用者氏名による機体の部分一致検索が可能で
す。



ドローン登録システム 操作マニュアル

登録機体の削除【登録を削除（抹消）する機体を選択する】

登録されている所有機体の一覧の中から、登録
を削除（抹消）する機体を選択します。

所有機体の詳細情報を確認したい場合は「詳
細」ボタンを押すと詳細ページが開きます。

削除（抹消）する機体を全て選択したら「登録
の削除」ボタンを押します。

所有者情報が異なる機体を複数選択していた場
合は一度の申請にて登録機体の削除はおこなえ
ません。

選択した機体の確認ページが開きます。内容を
確認して問題が無ければ「削除（抹消）理由の
入力」ボタンを押します。

削除（抹消）する理由を入力するページが開き
ます。

~ ~
~ ~

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

登録機体の削除【登録を削除（抹消）する理由を入力する】

削除（抹消）する理由を入力するページが開い
たら、委任状を添付してください。

次に登録を削除（抹消）する理由を入力します。
機体ごとに抹消理由を選択し、「その他」を選
択した場合は「その他理由」欄に理由を記入し
ます。

全ての機体について削除（抹消）する理由を入
力したら「確認」ボタンを押します。

確認のページが開きます。

代理人が手続する場合は委任状を添付



ドローン登録システム 操作マニュアル

登録機体の削除【内容を確認して登録を削除（抹消）する】

登録を削除（抹消）する機体と理由を確認します。入
力した内容に誤りがある場合は「訂正」ボタンを押し
て削除（抹消）する理由を入力するページに戻り、修
正します。

削除（抹消）する機体に問題がなければ「削除（抹
消）の申請」ボタンを押します。

確認のダイアログが表示されるので、再度確認のうえ
問題が無ければ「OK」ボタンを押します。

所有者として登録されている方のメールアドレスに確
認用メールが送信される旨のダイアログが表示される
ので、問題が無ければ「OK」ボタンを押します。

所有者として登録した方のメールアドレスに到達確認
のメールが送付されますので、代理人の方はすぐに機
体の所有者へ到達確認を依頼してください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

登録機体の削除【到達確認をする ※この操作は機体の所有者が行います】

機体の所有者は到達確認のメールを開きメールの宛先
を確認します。宛先が所有者本人であり申請手続きを
進めている場合は到達確認用のURLを押してメールア
ドレスの認証を完了させます。

機体の所有者が到達確認を完了すると届出内容の確認
が行われます。届出内容に不備がある場合はアカウン
トに登録されているメールアドレスに通知させて頂く
ことがあります。

手続きの状況は申請状況一覧のページで確認できます。

機体の削除（抹消）が完了すると申請者のアカウント
に登録されているメールアドレスに完了のメール通知
が送られます。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇

△△

□□

××

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇 〇〇 △△ △△

△△ △△

〇〇申請がありました。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********


代理人による機体の譲渡



ドローン登録システム 操作マニュアル

代理人による機体の譲渡

登録記号発行済みの機体を他の方に
譲渡します。

代理人による機体の譲渡の開始

譲渡する機体を選択する

所有機体の一覧で譲渡する機体を選択します。

代理人による機体の譲渡の完了

譲渡用パスワードを機体受取人に伝え、受け取りの手続きを依頼します。

所有機体の一覧を開く
メインメニューで「その他の手続き」メニューを開き「代理人による機体
の譲渡」ボタンを選択します。

機体受取人の情報を入力する

機体受取人のログインID、氏名、メールアドレスを入力します。

機体受取人の情報を確認して申請する

入力内容を確認して移転申請を行います。

機体の受け取りに必要なパスワードを確認する

申請者のメールアドレスに譲渡用パスワードが通知されるので、確認します

譲渡する相手先（以下、機体受取人）の情報
が必要になりますので、お手元にご用意くだ
さい。



ドローン登録システム 操作マニュアル

代理人による機体の譲渡に必要なもの

個人 法人

機体受取人の情報 • 譲渡先のドローン情報基盤システムのログインID
• 氏名
• メールアドレス

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント
• 委任状

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

代理人による機体の譲渡【所有機体の一覧を開く】

「代理人が手続きする場合はこちら」の枠の中
にある「その他の手続き」ボタン を押し、その
他の手続きメニューにある「代理人による機体
の譲渡」ボタンを押します。

登録されている所有機体の一覧が表示されます。

また、登録記号・製造者・型式・所有者氏名に
よる機体の部分一致検索が可能です。

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

代理人による機体の譲渡【譲渡する機体を選択する】

登録されている所有機体の一覧の中から、譲渡す
る機体を選択します。機体は一度の届出で1台し
か選択できません。

所有機体の詳細情報を確認したい場合は「詳細」
ボタンを押すと詳細ページが開きます。

譲渡する機体を選択したら「機体の譲渡」ボタン
を押します。

選択した機体の確認ページが開きます。内容を確
認して問題が無ければ「次へ進む」ボタンを押し
ます。

機体受取人の情報を入力するページが開きます。

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

代理人による機体の譲渡【機体受取人の情報を入力する】

機体受取人のドローン情報基盤システムのログ
インID、氏名、メールアドレスを入力し、代理
人の方は委任状を添付します。

入力が完了したら「確認」ボタンを押します。

確認のページが開きます。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

代理人による機体の譲渡【機体受取人の情報を確認して申請する】

機体受取人の情報を確認し「移転申請」ボタン
を押します。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

代理人による機体の譲渡
【機体の受け取りに必要なパスワードを確認する ※この操作は機体の所有者が行います】

譲渡された機体を受け取るためのに必要な譲渡
用パスワードが代理人のメールアドレスに通知
されます。

譲渡用パスワードを機体受取人へ連絡してくだ
さい。



自分を代理人に設定する



ドローン登録システム 操作マニュアル

自分を代理人に設定する

代理人として手続きを依頼された機体
について、自分を代理人に設定します。

自身の代理人設定を開始

代理人設定のパスワードを入力して認証する

代理人設定用パスワード使い認証をします。

自身の代理人設定の完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

代理人設定のパスワード認証画面を開く

その他の手続きメニューで「代理人の権限を取得」ボタンを選択します。

自分を代理人に設定する

代理人に設定する機体を確認し、誤りが無ければ代理人設定を申請します。

到達確認をする

所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを開いて到達
確認を行います。

代理人として新規登録以外の手続きを行うた
めには事前にこの手続きが必要です。

この手続きを行うには、機体の所有者があな
たを代理人として登録し、機体の所有者から
代理人設定のためのパスワードを受け取って
おく必要があります。



ドローン登録システム 操作マニュアル

自分を代理人に設定するのに必要なもの

個人 法人

必要なもの • ドローン情報基盤システムのアカウント
• 代理人設定のためのパスワード

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。



ドローン登録システム 操作マニュアル

自分を代理人に設定する【代理人設定のパスワード認証画面を開く】

メインメニューで「代理人が手続きする場合は
こちら」の見出しの中にある「その他の手続
き」ボタンを押します。

その他の手続きメニューが開くので「代理人の
設定」の見出しの中にある「代理人の権限を取
得」ボタンを押します。

パスワード認証をするためのページが開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

自分を代理人に設定する【代理人設定のパスワードを入力して認証する】

機体の所有者から受け取ったパスワードを入力
し「次へ進む」ボタンを押します。

パスワードが認証されると、代理人として手続
きを依頼された機体のページが開きます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

自分を代理人に設定する【自分を代理人に設定する】

代理人として手続きを依頼された機体の所有者
情報と機体情報を確認し、誤りがなければ「権
限の取得」ボタンを押します。

手続き完了のページが開き、機体の所有者の
メールアドレスに到達確認のメールが送付され
ます。所有者にメール到達確認を依頼してくだ
さい。

所有者のメール到達確認が完了した後に、代理
人として設定され、代理で手続きを行えるよう
になります。

所有者として登録した方のメールアドレスに到
達確認のメールが送付されますので、代理人の
方はすぐに機体の所有者へ到達確認を依頼して
ください。

1234@xxx.com

~ ~
~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

自分を代理人に設定する【到達確認をする】

所有者は到達確認のメールを開き、宛先が合って
いることを確認します。問題が無ければ到達確認
用URLを押します。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

〇〇

△△

□□

××

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
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〇〇 〇〇 △△ △△

△△ △△

〇〇申請がありました。
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